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前
号
で
「
社
会
保
障
に
お
け
る
構
造

改
革
」
の
経
過
と
そ
の
内
容
を
理
解
す

る
こ
と
が
出
来
た
と
思
い
ま
す
。
今
回

は
、
そ
の
な
か
の
「
医
療
制
度
『
改
革
』

の
本
質
―
社
会
保
障
の
原
点
と
は
」
に

テ
ー
マ
を
絞
っ
て
い
ま
す
。

足
立
理
事
は
、
報
告
に
あ
た
っ
て
要

旨
を
６
項
目
に
分
け
て
お
り
ま
す
。

１
．
は
じ
め
に

前
号
で
「
今
後
の
運
動
に
つ
い
て
、

そ
の
対
抗
軸
と
な
る
も
の
は
『
健
康
で

文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
』(

憲
法
第

25
条)

を
条
件
の
保
障
と
し
て
の
追
求
こ

そ
が
、
『
構
造
改
革
』
に
対
す
る
理
論

的
支
柱
と
な
る
」(

中
澤
所
員)

と
報
告

し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
権
利
と
し
て
の
社
会

保
障
を
労
働
者
、
国
民
の
側
に
取
り
戻

す
た
め
に
、
改
め
て
社
会
保
障
の
歴
史

と
原
則
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

２
．
社
会
保
障
の
歴
史
と
原
則

足
立
理
事
は
、
社
会
保
障
の
始
ま
り

は
、
「
封
建
制
社
会
か
ら
資
本
主
義
社

会
に
移
る
１
６
０
１
年
の
イ
ギ
リ
ス
の

「
救
貧
法
」
で
あ
る
。
そ
の
後
も
資
本

主
義
の
下
で
深
刻
化
す
る
失
業
、
貧
困
、

生
活
破
壊
、
健
康
破
壊
を
、
労
働
運
動

の
前
進
に
よ
っ
て
資
本
家
を
譲
歩
さ
せ
、

権
利
と
し
て
の
社
会
保
障
の
拡
充
を
勝

ち
取
っ
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

社
会
保
障
の
用
語
が
始
め
て
用
い
ら

れ
た
の
は
、
１
９
１
８
年
の
旧
ソ
ビ
ェ

ト
政
府
の
「
社
会
保
障
規
則
」
に
お
い

て
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
保
障
・
生
存
権
は
憲
法
25

条
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は

世
界
で
は
最
も
画
期
的

で
先
駆
的
な
人
権
規
定

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

強
調
し
、
社
会
保
障
の

原
則
は
「
財
源
は
資
本

と
国
の
負
担
お
よ
び
累
進

性
の
あ
る
労
働
者
の
保
険
料
負
担
、
給

付
は
必
要
に
応
じ
て
」
で
あ
り
、
社
会

保
障
の
役
割
は
所
得
格
差
を
出
来
る
だ

け
少
な
く
し
、
誰
も
が
安
心
し
て
人
間

ら
し
く
生
き
ら
れ
る
社
会
を
つ
く
る
こ

と
で
あ
る
が
、
日
本
は
先
進
国
の
中
で

も
、
資
本
の
社
会
的
責
任
の
確
立
が
著

し
く
遅
れ
て
い
る
と
強
調
し
ま
し
た
。

３
．
戦
後
日
本
の

社
会
保
障
制
度
の
変
遷

大
き
く
分
け
る
と
、
戦
後
か
ら
１
９

７
０
年
代
前
半
ま
で
と
、
70
年
代
後
半

か
ら
今
日
ま
で
の
2
つ
の
区
切
り
に
出

来
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

戦
後
か
ら
70
年
代
前
半
は
、
高
揚
す

る
労
働
運
動
や
人
間
裁
判
と
い
わ
れ
た

朝
日
訴
訟
な
ど
の
社
会
保
障
闘
争
、
革

新
自
治
体
の
拡
が
り
の
も
と
で
、
支
配

勢
力
は
不
十
分
で
は
あ
っ
た
が
、
老
人

医
療
費
の
無
料
化
な
ど
社
会
保
障
制
度

拡
充
政
策
を
実
行
し
て
き
ま
し
た
。

70
年
代
後
半
か
ら
今
日
ま
で
は
、
財

界
主
導
の
臨
調
・
行
革
路
線
に
よ
る
社

会
保
障
制
度
の
再
編
・
縮
小
・
後
退
が

推
し
進
め
ら
れ
、
特
に
81
年
か
ら
の
第

2
次
臨
時
行
政
調
査
会
か
ら
96
年
の
橋

本
内
閣
で
の
「
構
造
改
革
」
路
線
へ
と

継
承
、
発
展
さ
せ
ら
れ
、
社
会
保
障
の

全
面
改
悪
の
テ
コ
と
し
て
介
護
保
険
制

度
制
定
（
１
９
９
７
年
）
を
経
て
、
今

日
の
新
自
由
主
義
＝
小
泉
「
構
造
改
革
」

へ
と
引
継
が
れ
て
い
ま
す
。

４
．
06
年
度
以
降
に
計
画
さ
れ
て
い

る
医
療
「
改
革
」
に
つ
い
て

２
０
０
３
年
に
出
さ
れ
た
「
骨
太
の

方
針
」
（
経
済
財
政
運
営
基
本
方
針
）

に
基
づ
く
社
会
保
障
制
度
と
税
制
「
改

革
」
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

２
０
０
４
年
は
①
社
会
保
障
全
般
の

改
革
『
論
点
』
の
整
理
、
②
介
護
保
険

制
度
の
改
革
案
の
取
り
ま
と
め
（
保
険

料
の
引
上
げ
、
１
割
か
ら
2
～
3
割
へ

の
利
用
者
負
担
引
き
上
げ
、
障
害
者
支

援
費
制
度
の
予
算
抑
制
と
介
護
保
険
と

の
統
合
、
軽
度
の
要
介
護
者
の
抑
制
、

特
養
ホ
ー
ム
入
所
者
の
家
賃
・
食
費
の

全
額
徴
収
な
ど
）

２
０
０
５
年
は
①
医
療
制
度
改
革
案

の
取
り
ま
と
め
（
高
齢
者
新
保
険
制
度

創
設
、
運
営
主
体
の
あ
り
方
、
保
険
料

負
担
、
現
役
世
代
の
負
担
な
ど
）
、
②

介
護
保
険
制
度
改
革
案
を
通
常
国
会
提

出
。２

０
０
６
年
は
、
医
療
制
度
改
革
法

案
を
通
常
国
会
に
提
出
。

２
０
０
７
年
は
、
社
会
保
障
制
度
全

般
の
改
革
を
、
消
費
税
を
含
む
抜
本
的

な
財
源
・
税
制
改
革
と
並
行
さ
せ
な
が

ら
結
論
を
出
す
等
で
す
。

今
回
の
医
療
制
度
「
改
革
」
は
、
医

療
保
険
給
付
費
の
伸
び
を
抑
制
す
る
た

め
の
も
の
あ
り
、
と
く
に
高
齢
者
へ
の

負
担
増
と
な
っ
て
現
れ
ま
す
。
①
窓
口

負
担
は
、
69
歳
ま
で
は
現
行
の
3
割
負

担
、
70
～
74
歳
は
1
割
か
ら
2
割
負
担

に
、
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
は
1
割

負
担
と
な
り
ま
す
。

「
現
役
並
み
の
所
得
者
」
は
、
70
歳
以

上
は
3
割
負
担
と
な
り
、
高
齢
の
長
期

入
院
者
の
食
費
、
居
住
費
の
全
額
負
担
、

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
上
限
額
の
引

き
上
げ
な
ど
で
す
。
②
健
康
保
険
制
度

の
再
編
・
統
合
に
よ
る
見
直
し
で
、
医

療
費
の
抑
制
を
図
る
。

医
療
費
適
正
化(

削
減)
計
画
を
都
道

府
県
ご
と
に
策
定
し
、
目
標
ど
お
り
に

医
療
費
を
抑
制
で
き
な
か
っ
た
場
合
、

国
庫
補
助
率
を
下
げ
る
な
ど
の
ペ
ナ
ル

テ
ィ
を
課
す
計
画
で
す
。
さ
ら
に
75
歳

以
上
全
員
を
対
象
に
し
た
、
都
道
府
県

を
保
険
者
と
す
る
新
た
な
独
立
し
た
高

齢
者
医
療
制
度
を
創
設
す
る
計
画
で
す
。

③
診
療
報
酬
の
体
系
見
直
し
も
狙
わ
れ

て
い
ま
す
。

５
．
医
療
制
度
改
悪
阻
止
の
た
め
に

こ
の
よ
う
な
医
療
制
度
「
改
革
」
を

阻
止
す
る
た
め
に
は
、
①
国
民
一
人
一

人
の
権
利
と
し
て
社
会
保
障
原
則
の
再

確
認
、
②
医
療
・
社
会
保
障
の
財
源
の

あ
り
方
を
本
質
的
に
掴
む
こ
と
で
あ
り
、

今
日
の
日
本
の
企
業
の
税
負
担
と
社
会

保
障
財
源
負
担
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
並
み
に

し
た
だ
け
で
も
20
兆
円
～
40
兆
円
の
財

源
が
で
き
、
③
世
界
的
に
見
て
も
極
め

て
異
常
に
歪
ん
だ
ゼ
ネ
コ
ン
・
大
企
業

優
先
の
財
政
歳
出
構
造
を
改
め
、
④
労

働
組
合
運
動
で
の
医
療
保
障
改
善
闘
争

を
強
化
す
る
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
賃
金
、
労
働
条
件
改
善
闘

争
と
社
会
保
障
闘
争
の
一
体
化
、
⑤
国

政
、
地
方
政
治
変
革
と
結
合
し
た
運
動

の
展
開
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
述

べ
て
い
ま
す
。

６
．
お
わ
り
に

国
、
地
方
合
わ
せ
て
７
０
０
兆
円
余

の
借
金
に
メ
ス
を
い
れ
な
い
で
歳
出
削

減
、
行
財
政
改
革
、
効
率
主
義
導
入
、

小
さ
な
政
府
・
自
治
体
と
主
張
し
て
い

る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
原
因
や
責
任

に
メ
ス
を
加
え
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

06
年
度
政
府
の
公
共
事
業
予
算
は
05

年
比
4.4
％
減
（
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
、

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
3
倍
）
で
あ
り
、

財
界
優
先
の
大
規
模
事
業
や
軍
事
費
は

引
続
き
聖
域
化
す
る
一
方
で
、
生
活
関

連
の
公
共
事
業
予
算
は
減
少
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
を
憲
法
、
地
方
自
治
法
に

基
づ
く
方
向
に
切
り
換
え
、
住
民
福
祉

の
視
点
で
ム
ダ
の
排
除
、
効
率
化
、
合

理
化
を
進
め
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
流
す
意
図
的
な
情

報
や
目
先
の
事
象
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
、
社
会
保
障
闘
争
を
労
働
組
合
運

動
の
中
で
緊
急
で
重
要
な
柱
と
位
置
づ

け
る
こ
と
、
そ
し
て
政
治
変
革
の
た
た

か
い
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
言

及
し
て
発
表
を
終
わ
り
ま
し
た
。

【
発
言
】

・
医
療
・
年
金
な
ど
が
分
断
さ
れ
て
い

る
現
状
で
は
、
い
い
意
味
で
の
一
元
化

は
良
い
と
思
う
が
、
今
の
自
公
政
権
は
、

介
護
、
医
療
費
の
抑
制
と
国
民
の
負
担

増
を
求
め
て
い
る
た
め
に
単
に
「
一
元

化
」
が
良
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
。

・
薬
や
医
療
機
器
の
コ
ス
ト
が
高
く
、

こ
こ
へ
の
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
も
必
要

で
あ
る
。

・
国
民
皆
保
険
制
度
は
職
域
（
組
合
、

政
府
、
共
済
）
と
国
民
健
康
保
険
で
ま

か
な
っ
て
き
た
が
、
介
護
保
険
（
個
人

保
険
）
の
導
入
に
よ
り
、
今
日
で
は
崩

さ
れ
つ
つ
あ
る
な
ど
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

(

文
責

片
桐
）

【
こ
れ
か
ら
の
予
定
】

・
3
月
28
日(

水)

18:

30
～
於:

県
評

第
9
回
事
務
局
会
議

・
4
月
20
日(

金)

18:

30
～
於:

県
評

第
34
回
定
例
研
究
会

・
5
月
27
日(

日)

10:

00
～
於:

県
評

春
の
労
働
問
題
セ
ミ
ナ
ー

｢

医
療
制
度
『
改
革
』

の
本
質｣

足
立

三
明
（
静
岡
労
研
理
事
）

1月20日

(金）




